




 マイナンバーカード出張申請 

 

10 名様から受け付けます 

松山市に住民登録があるマイナンバーカード申請希望者概ね 10 名以上が見込まれる

市内の企業や団体へ市職員が出張し、顔写真の無料撮影サービスと申請受付を行いま

す。カードの受け取りには、申請から約 1カ月半～2カ月程度かかります。 

①申込・書類の準備 

②顔写真撮影・申請 

③郵送でカード受取 

対象 松山市内に事業所のある企業や地域団体等（協議会、町内会等） 

実施日時 令和３年１月 29日（金）までの平日午前 10時から午後４時まで（年末年始を除く） 

申し込み条件 ⑴申請希望者が概ね 10 名以上見込まれること ⑵申込団体が会場および机・椅子等の備品や本市が持参するカメラ等の電源を準備できるこ

と ⑶個人情報を取り扱うため、プライバシーに配慮した申請用顔写真撮影スペース（希望者がいる場合）、及び申請受付スペースが準備できること ⑷申請

希望者の住所・氏名・生年月日を記入した申請者一覧を事前提出できること ⑸受付当日の申請者の案内・誘導を自団体で行うこと 

マイナンバーカードの交付申請が可能な人 ⑴申請者本人が松山市に住民登録があること ⑵申請者は申請日から約２カ月以内に松山市外に転出予定がな

いこと ⑶既にマイナンバーカードの交付申請を行っていないこと ⑷申請者本人（15 歳未満の人及び成年被後見人の人は法定代理人とともに）が会場に来

ることができること（代理人申請は不可） ⑸松山市が指定する交付申請に必要な以下の書類等を持参・提出できること ①通知カード（紙製） ②個人番号

交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 ③顔写真（申請日当日、写真撮影サービスを利用する人は不要） ④暗証番号等設定依頼書 ⑤本人確認書類

（原本）（例：運転免許証と健康保険証の２点） ⑥本人確認書類（上記の表裏のコピー） ⑦住民基本台帳カード（プラスチック製） ⑧住民基本台帳カード返

納（廃止）届 ⑨通知カード紛失届（紛失した人のみ対象）※国の事務処理要領に基づき、必要な書類等は松山市が回収します ※本人確認書類は複写（コ

ピー、写真データ等）したものを回収します (6)「本人限定受取郵便」でマイナンバーカードの受け取りができること ※お渡しの際に配達員は官公庁発行の

本人確認書類「運転免許証・健康保険証・パスポート等」を確認するため、旧姓・旧住所が記載されている場合、更新が必要 ※転送不要郵便で送付するた

め、郵便局の転送サービスを利用している場合、受け取ることができません 

松山市役所 市民課 「マイナンバーカード受付」 
〒790-8571 松山市二番町四丁目 7 番地 2 

電話：089-948-6569 メール：carduketuke@city.matsuyama.ehime.jp 

お申し込みは実施希望日の 15 日前までにメール・郵送でお願いします 

～窓口へ行くことなく申請でき、カードは自宅で受け取れます～ 


